
浜田市の給与・定員管理等について

１　総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

(参考)

(22年度末) Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

人 千円 千円 千円 ％ ％

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

Ａ 計 Ｂ

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(注) 1  職員手当には退職手当を含んでいません。
　　 2  職員数は、平成22年4月1日現在の人数です。

(3) ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

(注) 1 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。
　　 2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

２　一般行政職給料表の状況（平成23年4月1日現在）
(単位：円)

(参考)類似団
体平均一人当
たり給与費

5,959

一人当たり

期末・勤勉手当職員手当

区分

区分

22年度

222,900 261,900

3,805,750 5,697

職員数

22年度

668

59,023

309,200

3級 4級

356,400

366,200

人件費 人件費率

21年度の人件費率

住民基本台帳人口

1号給の給料月額 135,600 185,800

1級 2級

38,955,945 476,530

実質収支歳出額

給　　料

890,086

7級

424,600 458,400

5,889,080 15.1 16.0

給与費 Ｂ／Ａ

給 与 費

最高号給の給料月額 243,700

2,574,819 340,845

390,100 402,500

289,200 320,600

5級 6級

(H18) 

97.3 
(H18) 

96.6 

(H18) 

97.4 

(H23) 

97.4 

(H23) 

97.7 

(H23) 

98.8 

  90.0 

  95.0 

 100.0 

 105.0 

浜田市 類似団体平均 全国市平均 

100.0 

105.0 



３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成23年4月1日現在）

　① 一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　② 技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

　③ 教育職（小中学校 (幼稚園)）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

(注) 1 「平均給料月額」とは、平成23年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
　　 2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの

すべての諸手当の額を合計したものであり、「地方公務員給与実態調査」において明らかにされているもの
です。
　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当
等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

(2) 職員の初任給の状況（平成23年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

(注) 島根県の初任給の下段は、特例条例による減額後の額です。

(3) 職員の経験年数別・学齢別平均給料月額の状況（平成23年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円

360,925340,310 385,849

浜田市 島根県 国

283,862 　－ 321,662

370,039 336,921

323,665 

327,205 

浜田市 48.8 358,400 385,977 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

329,465

36 321,524 363,617 333,445

9 333,122 429,034 351,967

172,200

類似団体

9 321,089 355,911 331,989

7 334,229 345,129 341,772

平均給与月額
(国ベース)

平均給与月額平均給料月額

61 324,629

332,547 

399,657 

387,844 

平均年齢 人数

平均給与月額
(国ベース)

平均給与月額平均給料月額平均年齢

－　　

401,218 

区分

浜田市

島根県

区分

43.2 

44.2 

42.3 

43.7 

国

類似団体

350,105 

350,056 

397,723 

362,919 

382,631 

浜田市

島根県

国

49.1

49.5

49.3

うち清掃職員

うち自動車運転手

220

うち給食調理員

うち用務員

47.8

48.0

47.1

50.4

3,689

区分

46 313,183 347,693

43.0 326,746 354,793 

島根県 45.3 367,130 410,404 

類似団体 48.9

一般行政職

技能労務職

区分

大学卒

高校卒

高校卒

140,100 円

137,200 円

161,600 円

140,100 円

137,200 円

161,868

140,100

131,694

146,700

137,898

円172,200

経験年数20年

256,850

210,200

該当なし　

302,630

269,600

該当なし　

363,975

306,653

272,650

一般行政職

技能労務職

経験年数10年 経験年数15年

大学卒

高校卒

高校卒



４　一般行政職の級別職員数等の状況

(1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成23年4月1日現在）

1級 主事、技師 人 %

2級 主事、技師 人 %

3級 主任主事、主任技師 人 %

4級 係長、専門企画員、専門技術員、主任主事、主任技師 人 %

5級 係長、専門企画員、専門技術員、課長補佐 人 %

6級 次長、室長、課長 人 %

7級 部長、支所長 人 %

(注) 1 浜田市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
　　 2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

(注) 平成18年度に9級制から7級制に給料表を変更しています。

(2) 昇給への勤務成績の反映状況

　地方公務員法第40条に基づき、毎年1月1日を評定日として全職員に対して勤務成績の評定を実施しています。
　なお、人事評価は試行段階にあるため昇給へは反映していません。

標準的な職務内容区分 構成比職員数

24 

47 

148 

79 

84 

54 

13 2.9 

12.0 

18.7 

17.6 

33.0 

10.5 

5.3 

1級 5.3% 1級 5.9% 1級 8.9% 

2級 

10.5% 

2級 

10.4% 

2級 

11.2% 

3級 

33.0% 
3級 

31.2% 

3級 

24.3% 

4級 

17.6% 
4級 

18.7% 
4級 

22.7% 

5級 

18.7% 
5級 

18.1% 
5級 

15.8% 

6級 

12.0% 
6級 

12.8% 
6級 

14.6% 

7級 2.9% 7級 2.9% 7級 2.5% 

0% 
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平成23年4月の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比 



５　職員の手当の状況

(1) 期末手当・勤務手当

1人当たり平均支給額（平成22年度） 1人当たり平均支給額（平成22年度）

千円 千円

（平成22年度支給割合） （平成22年度支給割合） （平成22年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算  5％～15％ ・役職加算  5％～20％ ・役職加算  5％～20％

・管理職加算 15％～25％ ・管理職加算 10％～25％

(注) (　)内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】 勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

(1) 平成23年6月期支給分より、管理職について、成績率に処遇反映を行っています。
(2) 管理職以外の職員については、能力・業績に基づく人事評価は実施していないため、成績率に差を設けず
　一律に支給しています。

(2) 退職手当（平成23年4月1日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 早期退職優遇措置45歳～ その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 定年前早期退職特例措置（2～20％加算）

早期退職優遇制度（15～30％加算）

1人当たり平均支給額

千円 千円

(注) 1 平成17年10月1日から、新市において島根県市町村総合事務組合の退職手当制度に加入しています。
　　 2 退職手当の1人当たり平均支給額は、平成22年度に退職した職員に支給された平均額です。

(3) 地域手当（平成23年4月1日現在）

支給実績（平成22年度決算) 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算) 千円

％ 人 ％

※在勤地域に対する地域手当は、該当ありません。

3,133 

1,044 

国の制度（支給率）支給対象職員数支給対象地域

15 15 4 

30.55

33.50 41.34

47.50 59.28

59.28 59.28

23.50

2.55 

浜　田　市 島　根　県 国

1.35 2.50 

25,23816,575

23.50

33.50

47.50

59.28

30.55

41.34

59.28

59.28

支給率

（医師の調整手当）

2.60 1.35 

1,469 

(1.35) (0.70) (1.35) (0.70) (1.45) (0.65)

非管理職

管理職　

2.50 1.35 

1.35 

－
1,387 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

浜　　田　　市 国



(4) 特殊勤務手当（平成23年4月1日現在）

支給実績（平成22年度決算) 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算) 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成22年度) ％

手当の種類（手当数）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

(5) 時間外勤務手当

支給実績（平成22年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額（平成22年度決算) 千円

支給実績（平成21年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額（平成21年度決算) 千円

(注) 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。

強制執行

7,981

61,392

19.5

強制執行を行った職員強制執行手当

11

犬・猫等の死体収集作業に従事し
た職員

法令等の定める資格を有する職員

ごみ処理施設又はし尿処理施設に
勤務する職員

防疫作業等に従事した職員

危険物取扱手当

犬・猫等死体処理手当

死体処理手当

火葬場業務従事手当

島根県後期高齢者医療広域
連合での勤務

1件当たり500円

1日につき500円

1体につき3,500円

行旅死亡人1回3,000円

その他1回1,500円

1体につき200円

1回につき70円

1日につき300円

1回につき200円
救急救命士は1回100円を加算

月額20万円の範囲内

1日につき230円

1月につき在勤地において自ら
居住するために借り受ける住
宅(貸間を含む。)に係る家賃
(使用料を含む。)の月額に相
当する額及び2万9,000円の合
計額

特別派遣手当

放射線取扱手当

医師手当

消防出勤手当

防疫作業等従事手当

102,856 

143 

93,262 

138 

消防職員

医師

診療所に勤務する職員（医師を除
く。）

島根県後期高齢者医療広域連合
派遣職員

火災、救急及び救助業務等
災害に出動したとき

診療所での勤務

放射線業務に従事するとき

防疫作業等

火葬

死体処理

犬・猫等死体収集

その資格を有しなければ従
事することができない業務
に従事した場合

危険作業に従事した場合

死体の火葬に従事した職員

死体の処理に従事した職員

危険作業従事手当



(6) その他の手当（平成23年4月1日現在）

課長級以上の職員に支給 俸給の特別
部長級 66,400円 調整額
次長級 54,000円
課長級 41,600円  　 ～
診療所の所長及び医療専門監

51,400円

医療職に限り410,900円の範囲内 千円 円

(1) 配偶者 13,000円
(2) 次に該当する扶養親族

・満22歳に達する日以後の最初の3月
　31日までの間にある子及び孫
・満60歳以上の父母及び祖父母
・満22歳に達する日以後の最初の3月
　31日までの間にある弟妹
・重度心身障害者
①配偶者以外の扶養親族

1人につき 6,500円
②配偶者がない場合1人に限り

11,000円
※ 扶養親族である子のうち、満15歳に

達する日以後最初の年度から満22歳
に達する年度末まで

1人につき5,000円を加算
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む)

を借り受け、月額12,000円を超える
家賃を支払っている職員

家賃月額 23,000円以下
家賃－12,000円

家賃月額 23,000円超
(支給限度額27,000円)

(家賃－23,000円)×1/2
＋11,000円

(2) 単身赴任手当受給職員で、配偶者が
居住するための住宅を借り受け、月
額12,000円を超える家賃を支払って
いる職員

(1)の算出額×1/2
(100円未満の端数切捨て)

片道2㎞以上の職員に支給
(1) 交通用具使用者

通勤手当一覧表に定める額
2,000円～29,500円/月

(2) 公共交通機関使用者
定期券又は回数乗車券当の価額
最高支給限度額 55,000円/月

(3) 自転車使用者 2,000円/月
午後10時から翌日の午前5時までの間に
勤務した全時間に対し支給

勤務1時間当たりの給与額×25/100
×勤務時間数

宿日直勤務 1回につき 4,200円
（5時間未満の場合は1/2）

※医療職 1回につき20,000円
（5時間未満の場合は1/2）

部長級：6,000円
課長級：4,000円

※ 6時間を越える場合
部長級：9,000円
課長級：6,000円

国の基準と同様 円

異動又は公署の移転の直前の住居から
異動又は公署の移転の直後に在勤する
公署に通勤することが通勤距離等を考
慮して困難であると認められ、単身で
生活している者

23,000円/月
※ 100㎞以上は距離に応じた加算有り

(46,300円

円

円115,539

529,81743,975

円

支給区分
及び支給
額

千円 円10,33393

災害派遣手当 同じ －　

同じ単身赴任手当

141,580

同じ初任給調整手当 14,687 4,895,600

通勤手当 異なる
交通用具
の使用距
離区分

千円64,471

93,348 221,202

住居手当 同じ 34,824 千円 261,836

千円

139,300円)

千円

との異同

国の制度 国の制度と
異なる内容

支給職員1人当たり
平均支給年額

(平成22年度決算)
(平成22年度決算)手当名 内容及び支給単価

異なる
円

支給実績

宿日直手当 同じ 千円242

千円－　

扶養手当

管理職手当

同じ

夜間勤務手当 異なる

管理職員
特別勤務手当

異なる

円

円

48,400

千円276 276,000

円

勤務1時間
当たりの
給料額の
算出方法

千円14,866



６ 特別職の報酬等の状況（平成23年4月1日現在）

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

（平成22年度支給割合） 月分

（平成22年度支給割合） 月分

（算定方式） （1期の手当額） （支給時期）

在職期間1年につき給料月額×500/100 万円 任期毎に支給

在職期間1年につき給料月額×300/100 万円 任期毎に支給

在職期間1年につき給料月額×300/100 万円 任期毎に支給

(注) 退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）
　勤めた場合における退職手当の見込額です。

７　職員数の状況

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

(各年4月1日現在)

区　分

部　門

事務の統廃合による減員

事務の統廃合による減員

保育所の閉所による減員

業務量の増による増員

事務の統廃合による減員

観光事業充実による増員

事務の移行による増員

＜参考＞
人口1万人当たり職員数　 人
（類似団体 人）

事務の移行による増員

＜参考＞
人口1万人当たり職員数　 人
（類似団体 人）

医師の採用による増員

事務の統廃合による減員

＜参考＞

] ] ] 人口1万人当たり職員数　 人

(注) 1 職員数は一般職に属する職員数で、特別職の職員は含みません。ただし、教育長は含みます。
　　 2 [　]内は、条例定数の合計です。

124.36

76.75
57.74

2.9

620,000 295,000 

560,000 273,000 

2

公
営
企
業
等

 
 
会
計
部
門

病　院

112.16
78.49

土　木

教育部門

消防部門

26

72

453

97

112

普
通
会
計
部
門

小　　計

一
般
会
計
部
門

小　計

議　会

総　務

税　務

民　生

330,000 

副 市 長

自 治 区 長

0

△ 6

7

149

40

78

44

3

48

0

△ 6

△ 2

△ 1

1

38

労　働

農林水産

（参考）類似団体における最高／最低額

区　　　分

給
料

810,000 

670,000 

540,000 

下水道

その他

小　計

水　道

△ 3

0

△ 274

副 市 長

自 治 区 長

議 長 690,000 359,000 

期
末
手
当

退
職
手
当

461

96

77

45

3

42

(平成22年) (平成23年)

職員数

68

商　工 24

衛　生

副 議 長

議 員

市 長

副 市 長

自 治 区 長

議 長

市 長

対前年
増減数

報
酬

430,000 

360,000 

副 議 長

議 員

市 長

給　　料　　月　　額　　等

7

143

500,000 

520,000 

－　

990,000 

849,000 

－　

1,620 

804 

648 

2.9

主な増減理由

合　　　計
△ 9743

[ 831 [ 831 [ 0

11

24

72

734

0

112

669

8

28

14

24

4

△ 8

1

0

△ 7

1

662

9

28



(2) 年齢別職員構成の状況（平成23年4月1日現在）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

(注) 5年前の構成比は、平成18年4月1日現在の構成比です。

(3) 職員数の推移

年度

部門 率

%

%

%

%

%

%

(注) 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

20歳

未満

20歳 24歳 28歳 32歳 36歳

23歳 27歳 31歳 35歳 39歳

44歳 48歳 52歳 56歳 60歳
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 計

40歳

47歳 51歳 55歳 59歳 以上
区　分

職員数
1 6 28 66 78 110 120 61 106 103 54 1 734

43歳

502

－

479 478 466 461 453

平成23年平成22年平成21年平成20年平成19年平成18年

△ 2 △ 9 △ 3 △ 3 1

112 112 112 112 112 112

△ 23 △ 1 △ 12 △ 5 △ 8

113 111 102 99 96 97

－ △ 25 △ 10 △ 15 △ 8 △ 7

96 94 85 80 74 72

734

△ 49 

△ 16 

0 

△ 65 

△ 24 － △ 2 △ 9 △ 5 △ 6 △ 2

－ 0 0 0 0 0

727 702 692 677 669 662

－ △ 27 △ 19 △ 20 △ 14 △ 9

職員数

増　減

職員数

増　減

職員数

増　減

職員数

増　減

職員数

増　減

職員数

増　減

823 796 777 757 743

－

増減数

過去5年間の

△9.8

△14.2

0.0

△8.9

△25.0

△10.8△ 89 

一般行政

教　　育

消　　防

普通会計
計

公営企業
等

会計計

総合計

0.0% 

2.0% 

4.0% 

6.0% 

8.0% 

10.0% 

12.0% 

14.0% 

16.0% 

18.0% 

20.0% 
構成比 5年前の構成比 



８　公営企業職員の状況

(1) 上水道事業

 ① 職員給与費の状況

ア 決算

(参考)

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

千円 千円 千円 ％ ％

Ａ 計 Ｂ

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(注) 1  職員手当には退職給与金を含んでいません。
　　 2  職員数は、平成23年3月31日現在の人数です。

 ② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成23年4月1日現在）

歳 円 円

(注) 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

 ③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

1人当たり平均支給額（平成22年度） 1人当たり平均支給額（平成22年度）

千円 千円

（平成22年度支給割合） （平成22年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 5％～15％ ・役職加算 5％～15％

(注) (　)内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ 退職手当（平成23年4月1日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 早期退職優遇措置45歳～ その他の加算措置 早期退職優遇措置45歳～

定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 定年前早期退職特例措置（2～20％加算）

早期退職優遇制度（15～30％加算） 早期退職優遇制度（15～30％加算）

1人当たり平均支給額 1人当たり平均支給額

千円 千円 千円 千円

(注) 1 平成17年10月1日から、新市において島根県市町村総合事務組合の退職手当制度に加入しています。
　　 2 退職手当の1人当たり平均支給額は、退職者数が少ないため公表しません。

ウ 地域手当（平成23年4月1日現在）
※ 在勤地域に対する地域手当に関しては、該当ありません。

6,443

(参考)類似団
体平均一人当
たり給与費

区分 総費用 純損失又は 職員給与費 総費用に占める

実質収支 職員給与費比率 21年度の総費用に占
める職員給与費比率

22年度
909,665 12,697 128,422 14.1 14.4

区分 職員数 一人当たり給 与 費

期末・勤勉手当 給与費 Ｂ／Ａ

22年度
22 86,265 11,362 30,795 128,422 5,837

1,400 

2.55 1.35 

(1.35) (0.70)

1,387 

2.55 1.35 

(1.35) (0.70)

浜　　　　田　　　　市 浜　　田　　市　（一般行政職）

区分 平均年齢 基本給 平均月収額

浜田市 43.9 343,959 484,130 

給　　料 職員手当

浜　　田　　市 浜　田　市　（一般行政職）

23.50 30.55 23.50 30.55

33.50 41.34 33.50 41.34

47.50 59.28 47.50 59.28

59.28 59.28 59.28 59.28

－ － 16,575 25,238



エ 特殊勤務手当（平成23年4月1日現在）

支給実績（平成22年度決算) 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算) 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成22年度) ％

手当の種類（手当数）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

オ 時間外勤務手当

支給実績（平成22年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額（平成22年度決算) 千円

支給実績（平成21年度決算) 千円

職員1人当たり平均支給年額（平成21年度決算) 千円

カ その他の手当（平成23年4月1日現在）

課長級以上の職員に支給
部長級 66,400円
次長級 54,000円
課長級 41,600円

(1) 配偶者 13,000円
(2) 次に該当する扶養親族

・満22歳に達する日以後の最初の3月
　31日までの間にある子及び孫
・満60歳以上の父母及び祖父母
・満22歳に達する日以後の最初の3月
　31日までの間にある弟妹
・重度心身障害者
①配偶者以外の扶養親族

1人につき 6,500円
②配偶者がない場合1人に限り

11,000円
※ 扶養親族である子のうち、満15歳に

達する日以後最初の年度から満22歳
に達する年度末まで

1人につき5,000円を加算
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)

を借り受け、月額12,000円を超える
家賃を支払っている職員

家賃月額 23,000円以下
家賃－12,000円

家賃月額 23,000円超
(支給限度額27,000円)

(家賃－23,000円)×1/2
＋11,000円

(2) 単身赴任手当受給職員で、配偶者が
居住するための住宅を借り受け、月
額12,000円を超える家賃を支払って
いる職員

(1)の算出額×1/2
(100円未満の端数切捨て)

54

6,767

36.4

3

危険物取扱手当 水道技術職(水源係)
危険物の取扱業務に従事し
たとき

日額 70円

緊急出動手当
一般行政職
水道技術職(工務係、水源係、計画
係)

突発的な事故等に対応する
ため、時間外又は休日に勤
務を命ぜられ当該業務に従
事したとき

1回当たり200円

3,534

177

4,482

224

一般行政 一般行政職 支給実績 支給職員1人当たり

徴収外勤手当
一般行政職
水道技術職(業務係)

水道料金等の徴収を行うた
め外勤事務に従事したとき

日額200円

平均支給年額
(22年度決算)

管理職手当 同じ

なる内容との異同

1,131 565,714 円

扶養手当 同じ 4,100 千円

手当名 内容及び支給単価 職の制度 の制度と異 (22年度決算)

千円

227,777 円

住居手当 同じ 927 千円 231,750 円



片道2㎞以上の職員に支給
(1) 交通用具使用者

通勤手当一覧表に定める額
2,000円～29,500円/月

(2) 公共交通機関使用者
定期券又は回数乗車券当の価額
最高支給限度額 55,000円/月

(3) 自転車使用者 2,000円/月
部長級：6,000円
課長級：4,000円

※ 6時間を越える場合
部長級：9,000円
課長級：6,000円

国の基準と同様 円

(2) 工業用水道事業

工業用水道事業については、該当する職員数が少ないため公表しません。
制度等は、上水道事業職員と同じです。

９ 職員の福祉及び利益の保護の状況

(1) 安全衛生管理体制（平成22年度)

(人)
統括安全衛生管理者 選任すべき事業場数

うち選任事業場数

安全管理者 選任すべき事業場数

うち選任事業場数

衛生管理者 選任すべき事業場数

うち選任事業場数

選任者数

安全衛生推進者等 選任すべき事業場数

うち選任事業場数

産業医 選任すべき事業場数

うち選任事業場数

選任者数

実選任者数

衛生委員会 選任すべき事業場数

うち選任事業場数

安全委員会 選任すべき事業場数

うち選任事業場数

上のうち安全衛生委員会として設置している事業場数

－　 円

6

災害派遣手当 同じ －　 千円 －　

通勤手当 同じ 1,615 千円 76,880 円

管理職員
特別勤務手当

同じ －　 千円

0

0

0

0

6

6

6

6

6

0

0

0

6

6

9

0

0



(2) 職員互助会事業について

 ① 事業の概要（平成22年度)
　会の名称 浜田市職員互助会
　互助会に対する補助金等の額 円
　公費負担率 （事務費等を除く） ％
　一人当たりの公費の補助金額

（事務費等を除く）
　公費充当事業 サークル助成事業 スポーツ交流事業 健康増進事業

文化講演助成事業 職員研修助成事業

 ② 福利厚生事業にかかる予算額等について

① 福利厚生事業にかかる決算額 千円

② ①のうち互助会に対する補助金等の額 Ａ 千円

③ ②のうち互助会の事務費・人件費に係るものの額 Ｂ 千円

④ 会員による掛金の額 Ｃ 千円

⑤ 公費負担率（Ａ－Ｂ）／（Ａ－Ｂ＋Ｃ） ％

⑥ 掛金の算出方法 給料月額の2.0/1000

⑦ 会員1人当たりの補助金額（ (Ａ－Ｂ)／会員数 ） 円

① 福利厚生事業にかかる決算額 千円

② ①のうち互助会に対する補助金等の額 Ｄ 千円

③ ②のうち互助会の事務費・人件費に係るものの額 Ｅ 千円

④ 会員による掛金の額 Ｆ 千円

⑤ 公費負担率（Ｄ－Ｅ）／（Ｄ－Ｅ＋Ｆ） ％

⑥ 掛金の算出方法 給料月額の2.0/1000

⑦ 会員1人当たりの補助金額（ (Ｄ－Ｅ)／会員数 ） 円

① 福利厚生事業にかかる予算額 千円

② ①のうち互助会に対する補助金等の額 Ｇ 千円

③ ②のうち互助会の事務費・人件費に係るものの額 Ｈ 千円

④ 会員による掛金の額 Ｉ 千円

⑤ 公費負担率（Ｇ－Ｈ）／（Ｇ－Ｈ＋Ｉ） ％

⑥ 掛金の算出方法 給料月額の2.0/1000

⑦ 会員1人当たりの補助金額（ (Ｇ－Ｈ)／会員数 ） 円

(3) 健康診断受診者数（平成22年度)

人 人

人 人

人 人

人 人

(4) 公務災害の認定状況

件 件

件 件

(5) 勤務条件に関する措置の要求の状況及び不利益処分に
　  関する不服申し立ての状況（平成22年度)

円

互
助
会
関
係

平
成
21
年
度
決
算

平
成
22
年
度
決
算

互
助
会
関
係

平
成
23
年
度
予
算

互
助
会
関
係

6,659,746
37.6

9,977

15,069 

6,587 

3,068 

12,040 

22.6 

4,661 

22,780 

6,659 

2,814 

1 

0 

13 

203 

特殊
健診

Ｂ型肝炎予防接種
及び血液検査

11,887 

24.4 

5,311 

37,218 

6,976 

2,867 

11,836 

25.8 

5,675 

受診者数
（延べ人数）

該当なし

区　　分

　勤務条件に関する措置の要求の状況

　不利益処分に関する不服申し立ての状況

通勤災害 1 

平成21年度

7 

0 

状　況

区　　分
平成22年度

公務災害 3 

受診者数
（延べ人数）

該当なし

認定件数

臨時嘱託職員健康診断

ＶＤＴ作業健診

頸骨腕健診

指曲がり症健診

183 

健康診断の種類 健康診断の種類

人間ドック

定期健康診断

採用時等健康診断

277 

462 

7 


